
 
  都市計画の提案制度のフロー  
 
 事  前  相  談  

（要綱第４条） 
 

 
 
 土地所有者等、特定非営利活動法人等、まちづくりの推進に関し経験と
知識を有するものとして省令で定める団体等からの提案  
                        （法第２１条の２） 

 

   （提案の要件）  
   ① 一定の面積以上の一体的な区域 ※  
   ② 都市計画に関する法令上の基準に適合  
   ③ 土地所有者等の３分の２以上の同意等  

 

 
    ※都市計画提案の提出  
 白山市より石川県へ意見照会 

白山市は、提案に基づく都市計画を決定するか遅滞なく判断  
（法第２１条の３） 

 

 
 
 提案を踏まえて都市計画を決定する

必要があると認めるとき  
 提案を踏まえて都市計画を決定する

必要がないと認めるとき  

 
 
     公聴会の開催等  

       （法第１６条第１項） 
   都市計画の案の作成  
       （法第２１条の３） 

 
都市計画審議会に素案を提出し意見
を聴く  
       （法第２１条の５第２項） 

 
 
    都市計画案の縦覧公告  

    （法第１７条第１項、第２項） 
 

     都市計画の決定をせず  

 
  都市計画の案及び提案の素案を  

 都市計画審議会へ付議等  
  （法第１８条第１項、第２項、第２１条の４）

 

 
 
      都市計画の決定  

      （法第１８条第１項） 
  都市計画の決定をしない理由等を  

 提案者に通知  
       （法第２１条の５第１項） 

 
   ※ 一定の面積とは0.5ヘクタール。ただし、当該都市計画区域内において整備、開発又

は保全に関する事業等の現況及び将来の見通し等を勘案して、特に必要があると認めら

れるとき、県又は市町の条例で、0.1ヘクタール以上0.5ヘクタール未満の範囲内で計画
提案に係る規模を別に定めることができる。  

 


